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河川などに流出してしまった油の回収には、オイルフェンスや吸着マット、吸着剤などを使用し、多く
の人手が必要です。回収にかかった費用は油を流出させた「原因者が負担する」ことになります。農
業・漁業、水道等への被害があった場合は、「損害賠償を求められる」こともあります。

油流出事故を起こした人の責任です！

油流出事故の未然防止にご協力を！

油流出事故の多くは、工事・店舗・農家・一般家庭などの管理ミス、交通事故、不法
投棄等により流れ出た油が、水路や道路側溝などを通って河川に流れ込み発生します。
近くに河川がなくても水路や道路側溝はどこかで河川につながっています。油流出事
故が起きると川の水が汚れて、魚や水生生物に被害を与え、漁業などへ影響を与えたり、
水道水を川から取水できなくなるなど、私たちの生活に重大な支障をきたします。

「油流出事故の未然防止にご協力ください！」

家庭のポリ容器から油流出

交通事故で車両から油流出

ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽのﾎﾞｲﾗｰから油流出

火災事故で店舗から油流出 油の回収状況
（ｵｲﾙﾌｪﾝｽ・吸着ﾏｯﾄ設置）

●油事故発生件数推移（六角川・松浦川水系）

件

H27.11.11
現在

消防署・警察署・保健所

市役所・町役場

佐賀県 土木事務所

国土交通省 武雄河川事務所

へご連絡ください！

★油流出事故を起こした
又は 発見した 場合

万一の事故に備え、
国、佐賀県、小城市、
多久市、白石町等の
関係機関が合同で、
「水質事故対応訓
練」を、年１回実施し
ています。

(今年は１２月８日に
牛津江川で実施予定)

●油流出事故

への備え●
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国土交通省 武雄河川事務所

TEL : ０９５４－２３－５１５１

８月１０日 六角川 堤防 （江北町）

延焼面積：５００㎡

堤防やその付近でゴミを燃
やすとヨシなどに燃え広が
り、広範囲に延焼する恐れ
があります

武雄河川事務所が管理する六⾓川と松浦川で、⽕災事故が ３週間で”４件” も発⽣しまし
た。今回は、消防署等の迅速な消⽕活動により幸いにも⼤事には⾄りませんでしたが、⾵向
きや⾵の強さによっては、周辺の住宅等へ延焼し⼤きな被害となる恐れがあります。また、
堤防周辺には、電話線等のライフラインが設置されていることもあり、私たちの⽣活に被害
を与えるなどの⼆次災害にもつながります。これから空気も乾燥し、北⾵の季節になります。
河川敷や堤防ではゴミの焼却などは絶対に⾏わないで下さい。また、河川の近くでの「⽕の
取扱い」には、⼗分注意してください！

８月１１日 六角川 堤防 （白石町）

延焼面積：１６０㎡

★不法な焼却は、処罰の対象とな
りますので適正なゴミ処理を行っ
て下さい。

不法な焼却は、５年以下の懲役も
しくは1000万円以下の罰則です。

★火災を発見した場合は、すぐに
消防１１９へ連絡してください

★河川敷や堤防で焼却跡などの不法行為を発見
した場合は、下記へ連絡してください


